
高橋聖子氏
インクルラボ代表

青木郷 氏

司法書士

令和６年度ウィズ新宿男女共同参画講座
男女共同参画の推進と多様性をみとめあう社会づくり

無 料

家族みんなで考える

～「新しい相続の基本」から

令和６年４月１日より相続登記の義務化が始まりました。相続手

続きの基本的な流れや、進め方を分かりやすく、お話いただきます。

また、相続登記の義務化に伴い、何も手続きをしていなかった実家

や両親が持っていた土地や山林について相続登記をしなければなら

なくなりました。自分たちにとって使い道のない土地建物について

今後どのように対応したらいいのか。相続土地国庫帰属制度、民間

業者が始めた「不要不動産の引取り」についての詳細、今後どのよ

うに備えればいいのかを分かりやすく解説して頂きます。

新宿区立男女共同参画推進センター３階会議室
※裏面地図参照

右２次元コードまたは電話でお申込みください
（受付開始７月１７日～ ※定員で締め切りです）

区内在住・在勤・在学 先着３０名

新宿区子ども家庭部男女共同参画課
新宿区立男女共同参画推進センター（ウィズ新宿）

〒160-0007 新宿区荒木町16番地

問合せ

TEL：03-3341-0801
FAX：03-3341-0740
【受付時間】日祝除く8:30～17:00

青木 郷氏

司法書士

＊日時＊８月２日 (金) 午前１０時～１２時

会 場

対 象

申 込

＊＊＊問 合 せ＊＊＊

「放置されている田舎の

相続対策

土地の処理」まで～



駐車場・駐輪場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。

お申込みの際に伺いする個人情報は

①講座開催の予約確認 ②突発的事情による中止などの連絡 ③講座実施方法の連絡

④受講者の年代に合わせた講義の準備にのみ使用し、それ以外の目的では使用しません

★個人情報の取り扱いについて★

★交通案内★

◇都営地下鉄新宿線：「曙橋駅」A４出口から 徒歩約３分

◇東京メトロ丸ノ内線：「四谷三丁目駅」から 徒歩約１０分

◇都営バス：宿75（新宿駅西口～三宅坂/東京女子医大前）「合羽坂下」から徒歩約1分
高71（高田馬場駅前～九段下）「合羽坂下」から 徒歩約２分
白61（新宿駅西口～練馬車庫前・練馬駅）「曙橋」から徒歩５分

その他ウィズ新宿で開催の講座ご案内

講師 青木郷（あおきごう）氏

司法書士、司法書士法人青木古林事務所代表

大学在学中に行政書士試験に合格。大学卒業後に司法書士事務所に勤務し

ながら、司法書士試験に合格。平成 23 年に独立して司法書士事務所を開設。

平成 26 年からは「司法書士法人青木古林事務所」の共同代表を務めている。

相続・遺言のコンサルティング、不動産登記などの業務の他、より良い社

会を目指して「発信し続ける」ことを大切にしたいという思いから、相続

や遺言、家族信託などをテーマにしたセミナー・講演を数多く行っている。


